
令和 3年 10月 25日 

 

会社法第 794条第 1項に規定する開示書面 

 

東京都練馬区豊玉北五丁目 14番 6号 

新練馬ビル 

                        株式会社ブロッコリー 

                        代表取締役  高橋 善之 

 

当会社は、令和 3年 12月 1 日を効力発生日とし、当会社を吸収合併存続会社、株式会社 LANTERN 

ROOMS（以下「甲」といいます。）を吸収合併消滅会社として吸収合併（以下「本合併」といいま

す。）を行い、当会社が甲の権利義務（資産及び負債を含みます。）一切を承継することにいたし

ました。本合併に関する会社法第 794条第 1項及び会社法施行規則第 191条に基づく事前開示事項

は次のとおりです。 

 

1. 吸収合併契約の内容 

 

別紙 1のとおりです。 

 

2. 会社法第 749条第 1項第 2号及び第 3号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

（会社法施行規則第 191条第 1号） 

 

  当会社が甲の発行済株式の全てを保有していることから、本合併に際しては、当会社の株式そ

の他の金銭等の割当交付は行いません。また、本合併により当会社の資本金及び準備金の額は

増加いたしません。 

 

3. 会社法第 749条第 1項第 4号及び第 5号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項

（会社法施行規則第 191条第 2号） 

 

該当事項はありません。 

 

4. 吸収合併消滅会社についての次に掲げる事項（会社法施行規則第 191条第 3号） 

 

(1) 最終事業年度に係る計算書類等の内容 

 

別紙 2のとおりです。 

 

(2) 最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等があるときは、当該臨時計

算書類等の内容 



 

該当事項はありません。 

 

(3) 最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に

重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容 

 

該当事項はありません。 

 

5. 当会社において最終事業年度の末日後に重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社

財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたときは、その内容（会社法施行規則第 191条

第 5号イ） 

 

該当事項はありません。 

 

6. 吸収合併が効力を生ずる日以後における当会社の債務の履行の見込みに関する事項（会社法

施行規則第 191条第 6号） 

 

本合併の効力発生日以後における当会社の資産の額はその負債の額を上回ることが見込まれ

ます。 

 

また、当会社の収益状況について、本合併の効力発生日以後における当会社の債務の履行に

支障を来たすような事象の発生及びその可能性は、現在のところ予測されておりません。 

 

以上より、本合併の効力発生日以後における当会社の債務につき履行の見込みがあるものと

判断いたしました。 

以上 
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添付書類 
事  業  報  告 

( 自 令和元年９月１日
至 令和２年８月31日 ) 

会社の現況に関する事項 

事業の経過及びその成果 

 当社が属するエンターテインメント業界におきましては、国内外の持続的なスマートフォンゲーム市場

の成長・国内家庭用ゲーム市場の順調な拡大を背景に、ゲームコンテンツ市場と関連するキャラクター市

場は、世界的にも長期的に高成長が続くと見込まれておりますところ、足許では新型コロナウイルス感染

症の感染拡大が懸念されており、全国規模で予断を許さない状況が継続しております。 

 このような状況下におきまして、デザイン・イラスト制作業務、コンテンツの企画、開発、運営、配信に

関するアドバイザリー業務などに取り組みました。 

 これらの結果、当事業年度の売上高は165百万円（前期比24.4％増）、営業利益23百万円（同219.6％増）、

経常利益22百万円（同183.7％増）、当期純利益14百万円（同275.8％増）となりました。 
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注 記  表 

重要な会計方針に係る事項に関する注記 

１.資産の評価基準及び評価方法

① 棚卸資産の評価基準及び評価方法  最終仕入原価法による原価法

２.固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 定率法

ただし、平成 10 年４月１日以降に取得した建物（建物付属設備を除く。）並びに平成

28 年４月１日以降に取得した建物付属設備については、定額法を採用しております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっ

ております。

② 無形固定資産 定額法

なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年以内)に基づ

く定額法を使用しております。

３.引当金の計上基準

① 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しておりま

す。

４.その他計算書類作成のための基本となる重要事項

① 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

株主資本等変動計算書に関する注記 

当該事業年度の末日における発行済株式の数  2,320株 



監査報告書 

令和元年９月１日から令和２年８月 31 日までの第 10 期事業年度の取締役の職務の執行

に関して、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。 

１．監査の方法及びその内容 

私は、取締役及び使用人等と意思疎通を図り 、情報の収集及び監査の環境の整備に努め

るとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行

状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な書類等を閲覧し、業務及び財産

の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附

属明細書について検討いたしました。 

さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類 

（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書に

ついて検討いたしました。 

２．監査の結果 

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している

ものと認めます。 

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実

は認められません。 

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認めます。 

令和２年 11 月 17 日 

株式会社 LANTERN ROOMS 

監査役 渡邉 朋浩    ㊞ 




